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１．目的 

この要領は、本町における人事評価制度の更なる充実を図るため、人事評価

システム導入支援業務（以下「本業務」という。）の委託事業者を公募型プロ

ポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

２．委託業務名 

「隠岐の島町人事評価システム導入支援業務」 

 

３．委託業務内容 

「隠岐の島町人事評価システム導入支援業務仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり。 

 

４．委託期間 

契約締結日から令和４年３月３１日まで 

 

５．委託料の限度額 

４，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

６．参加資格要件 

プロポーザルに参加する者は、以下の全ての要件を満たすものとする。 

（１）今回提案するシステムについて、他の地方自治体にシステム提案を行

い、かつ導入実績を有するものであること。 

（２）参加表明書を提出するまでに、令和元年度から令和３年度の隠岐の島町

競争入札参加資格申請において、申請を行い受理された者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定の

いずれにも該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが

なされていない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団または同条第６号に規定する暴力団員

もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていない者で

あること。 
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（６）国税及び地方税の滞納がない者であること。 

（７）この公告からプレゼンテーションの日までの間のいずれの日において

も、隠岐の島町及び他の公共機関から指名停止措置を受けていない者であ

ること。 

（８）ＩＳＭＳ認証及びプライバシーマークを取得していること。 

（９）中国地方に事業所等を有していること。 

 

７．実施スケジュール 

本業務に係るスケジュールは以下のとおりとする。 

実施内容 実施期間又は期日 

募集の公告（公募の開始） 令和３年６月１４日（月） 

質問書受付期間 
令和３年６月１５日（火）午前８時３０分から 

令和３年６月２１日（月）午後５時００分まで 

質問書回答予定 令和３年６月２３日（水） 

参加申込書の受付期限 令和３年６月２８日（月）午後５時００分まで 

参加資格審査通知 令和３年６月３０日（水） 

企画提案書等の受付 
令和３年７月  １日（木）午前８時３０分から 

令和３年７月２１日（水）午後５時００分まで 

プレゼンテーション 令和３年８月 ２日（月） 

結果の通知及び公表 令和３年８月 ３日（火） 

 

８．連絡先・書類等提出先  

〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西７８番地２ 

隠岐の島町役場 総務課職員係 

e-Mail：  soumu@town.okinoshima.shimane.jp 

ＴＥＬ：08512-2-2111 ＦＡＸ：08512-2-6005 

 

９．参加表明書類の提出 

（１）提出物件 

①参加申込書（様式1） 1部 

②会社概要（様式2）  1部 

③業務実績書（様式3） 1部 

（２）提出先 

総務課へ持参又は郵送（受付期間及び時間内に必着とし、配達完了が確
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認できる書留郵便とする。）により提出すること。 

（３）その他 

参加者が１者しか無かった場合にも、企画提案書およびプレゼンテーシ

ョンによる審査を実施する。 

 

１０．質問の受付 

（１）質問方法 

質問書（様式４）を上記連絡先までメールまたはＦＡＸで提出するこ

と。※電話での質問は原則受け付けません。 

（２）回答方法 

提出された質問に対する回答は、令和３年６月２３日（水）午後５時ま

でに隠岐の島町ホームページ上に掲載して回答する。但し、質問を行った

業者名は公表しない。 

 

１１．辞退届の提出 

（１）受付期限 

令和３年７月２１日（水）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法 

提案を辞退する場合は、参加辞退届（様式５）を上記書類提出先に提出

すること。 

 

１２．企画提案書の提出 

（１）受付期限 

令和３年７月２１日（水）午後５時まで（必着） 

（２）企画提案書の内容 

企画提案書の内容、構成については、「１４．提案内容の評価」の

「（１）評価基準」にある別紙「隠岐の島町人事評価システム導入支援業

務評価基準」の項目に沿うこと。 

（３）提出書類 

①企画提案書表題（様式６） 

②企画提案書（任意様式） 

※書式は自由だが、原則Ａ４版、最大５０ページでの作成とする。但

し、図などはＡ３版を折り込んでも構わない。Ａ３版は２ページとす

る。なお、パンフレット等の過剰な添付書類は避けること。記述にあた
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っては、極力専門用語を避け、説明を要せずとも理解できる内容・表現

にすること。 

※別途、電子データとしてＣＤʷＲに記録したものを１枚提出するこ

と。 

③隠岐の島町人事評価システム機能一覧書（様式７） 

④隠岐の島町人事評価システム導入支援業務見積内訳書（様式８） 

※見積内訳書には、人事評価システム導入支援業務にかかる経費のほ

か、後年度にかかるすべての経費を明記すること。 

（４）提出部数 

１０部 

（５）提出先 

総務課へ持参又は郵送（受付期間及び時間内に必着とし、配達完了が確

認できる書留郵便とする。）により提出すること。 

 

１３．プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

企画提案書提出後、参加者から企画提案書類に係るプレゼンテーション及びヒ

アリングを実施する。 

（１）実 施 日  令和３年８月２日（月） 時間は後日通知  

（２）場  所  隠岐の島町役場 

（３）時間構成  説明：２０分以内 質疑応答：２０分程度 準備等：１０分 

（４）留意事項   

①説明者は担当責任者が行い、出席者は３名以内とすること。 

②プロジェクター・スクリーン・ホワイトボードは用意するが、その他機

器（パソコン等）は、参加者が準備すること。 

③公平を期すため、法人名及び法人名を推測できる表現を使わないこと。 

④提出済みの企画提案書類等以外の資料の配布は認めない。 

⑤提出済みの企画提案書類等にない提案を新たに盛り込み、説明すること

は認めない。 

 

１４．提案内容の評価 

（１）評価基準  

別紙「隠岐の島町人事評価システム導入支援業務評価基準」のとおり。 

 

（２）企画提案書  
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企画提案書の記載内容を、「隠岐の島町人事評価システム導入支援業務

評価基準」に基づき、本町職員で構成する「プロポーザル選定委員会」に

おいて評価する。従って、審査員が評価し易いよう、評価基準の各項目が

分かり易いよう記載すること。 

 

１５．審査結果の通知 

選定後、最高得点者及び次点者の名称及び採点結果を、参加者全員に文書で

通知するとともに、隠岐の島町ホームページで公表する。なお、評価内容につ

いての質問には回答しない。 

 

１６．優先交渉権 

選定された最高得点者は、本町と仕様ならびに価格等協議のうえ、合意を得ら

れた場合は合意書を締結し受託者となる。但し、最高得点者が交渉権を放棄（辞

退）または、失格となった場合や交渉が不成立となった場合には、次点者と協議

を行うこととする。 

 

１７．契約 

受託者は、令和３年８月に、本町と契約書を締結する。 

契約物件の稼働時期は以下の通り。 

第一次導入時期：令和３年１２月（試験稼働） 

第二次導入時期：令和４年 ４月（本格稼働） 

システム運用・保守サービスに関しては、令和３年１２月より令和４年３月ま

での4カ月間分について、本町と契約を締結する。次年度以降の契約は、年度毎

に行うこととする。 

 

１８．失格条件 

参加者及び受託予定者が、次の条項のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）企画提案の内容に虚偽がある場合。 

（２）６の参加資格要件を満たさなくなった場合。 

（３）他の参加者に対して不正な行為をしたと認められる場合。 

（４）定められた以外の手法により、選定委員又は関係者にプロポーザルに対

する援助を直接的又は間接的に求めた場合。 

（５）その他、本要領の事項に違反したと認められる場合。 
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１９．その他留意事項 

（１）この応募に係る経費はすべて提案者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書などの書類は、一切返却しない。 

（３）選定結果に対する問い合わせ及び異議申し立ては一切受け付けない。 
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（別紙） 

隠岐の島町人事評価システム導入支援業務評価基準 

 

 

No. 審査項目 評価基準 配点 

1 シ ス テ ム 導 入 に

関する考え方 

仕様内容に関する理解・解釈が適切で

あり、納得性の高い提案か。 
10 

2 システムの機能 業務別機能要件への適合度（標準、代

替、カスタマイズ、対応不可）。 
10 

3 シ ス テ ム の 操 作

性 

利用職員及び事務担当職員の画面操作

性は良いか。 
10 

4 シ ス テ ム の 有 用

性 

事務の効率化、迅速化の向上に期待が

できるとともに、適正な人事評価を行

ううえで有効なシステムであるか。 

10 

5 導 入 ス ケ ジ ュ ー

ル・実施体制 

令和 3 年 12 月の稼動に向け、適切に対

応できるスケジュール・実施体制であ

るか。 

5 

6 セキュリティ 仕様書に示すシステム信頼性要件が満

たされた提案となっているか。 
10 

7 運用・保守支援体

制 

運用・保守支援体制において適切な体

制となっているか。 
15 

8 操作研修等 円滑なシステム利用を図るため、利用

職員及び事務担当職員向けの研修につ

いて、時期、実施方法、回数、研修内容、

マニュアルの内容が効果的なものとな

っているか。 

10 

9 会社概要実績 現在稼働中の人事評価システムが中国

地方においてあるか。 

（地方自治体に限る） 

10 

10 コスト 妥当な算出方法で提供されるか。 
10 


